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各務原市学校建替基本方針（案） パブリックコメント以降の新旧対照表 

該当箇所 修正後 修正前 

目次 第 4 章 各務原市学校建替基本方針 
１．学び（を支える）空間 ............................................................................................. 4-1 

ラーニングセンター 
柔軟性・可変性のある空間 
普通教室等 
児童生徒の多様性に対応する空間 
特別教室 
執務空間 

２．生活（を支える）空間........................................................................................... 4-１5 
保健室 
トイレ、手洗い場 
学校給食調理場 

3．運動（を支える）空間........................................................................................... 4-19 
屋内運動場・運動場 
プール施設 

4．管理運営等 ...................................................................................................... 4-２３ 
安全・安心な教育環境 
ユニバーサルデザイン・バリアフリー 
避難所としての防災機能 
地域開放・地域コミュニティの拠点、複合化 
環境配慮・エコスクール 
景観・デザイン 

第 4 章 各務原市学校建替基本方針 
１．学び（を支える）空間 ............................................................................................. 4-1 
２．生活（を支える）空間 .......................................................................................... 4-１４ 
3．運動（を支える）空間 .......................................................................................... 4-19 
4．管理運営方法等 ................................................................................................ 4-２３ 
 

はじめに （修正前の記載事項は削除し、目次内に記載しました。） ○学校施設の分類 
学校建替基本方針では、学校施設を構成する空間を次の通り分類し、整理しています。 

学び（を支える）空間 
ラーニングセンター 
柔軟性・可変性のある空間 
普通教室等 
児童生徒の多様性に対応する空間 
特別教室 
執務空間 

生活（を支える）空間 
保健室 
トイレ、手洗い場 
学校給食調理場 

運動（を支える）空間 
屋内運動場・運動場 
プール施設 

管理運営方法等 
安全・安心な教育環境 
ユニバーサルデザイン・バリアフリー 
避難所としての防災機能 
地域開放・複合化・地域コミュニティの拠点 
環境配慮・エコスクール 
景観デザイン 
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該当箇所 修正後 修正前 

第 2 章 
2-2 
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該当箇所 修正後 修正前 

第 3 章 
3-2 
3-3 

第 4 章 4-34 に学校施設の分類（対応表）を追加しました。 
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該当箇所 修正後 修正前 

第 3 章 
3-3 

目標⑤ 地球環境に優しい学び舎                                             
2050 年脱炭素社会の実現に向けて、学校施設の省エネルギー化や再生可能エネルギー 

の導入等の積極的な推進が一層求められています。環境負荷を低減するだけでなく、環境教育 

での活用や地域の先導的役割を果たすためにも、エコスクール*1 の取組を深化していくとともに、 

ZEB*2 化の取組を推進します。 

また、脱炭素化や山林の保全、環境との共生の観点から、児童生徒にとって身近な空間への 

木材の利用を進め、温かみや味わいのある学習環境の整備を検討します。 

 

＊１ エコスクールとは 

環境を考慮した学校施設のこと。環境負荷の低減に貢献するだけでなく、それを教材として 

活用し児童生徒の環境教育に資するものであり、地域の環境教育の発信拠点としても先導 

的な役割を果たす。 
≪エコスクール－環境を考慮した学校施設の整備推進－（パンフレット）令和 4 年 6 月≫ 

＊2  ZEB とは 

先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制やパッシブ技術の採用による自然エネル 

ギーの積極的な活用、高効率な設備システムの導入等により、室内環境の質を維持しつつ大 

幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、エネルギー 

自立度を極力高め、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物。 
≪経済産業省資源エネルギー庁「ZEB ロードマップ検討委員会とりまとめ」（平成 27 年 12 月）≫ 

目標⑤ 地球環境に優しい学び舎                                             
2050 年脱炭素社会の実現に向けて、学校施設の省エネルギー化や再生可能エネルギー 

の導入等の積極的な推進が一層求められています。環境負荷を低減するだけでなく、環境教育 

での活用や地域の先導的役割を果たすためにも、エコスクールの取組を深化していくとともに、 

ZEB 化の取組を推進します。 

また、脱炭素化や山林の保全、環境との共生の観点から、児童生徒にとって身近な空間への 

木材の利用を進め、温かみや味わいのある学習環境の整備を検討します。 

 

第４章 
4-32 
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該当箇所 修正後 修正前 

第４章 
4-8 
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該当箇所 修正後 修正前 

第５章 
5-9   ○建替時期の配慮 

・同一の児童生徒が、小学校も中学校も仮設校舎での学校生活となることを極力避けて、建 

替順を検討します。 

○防災機能の配慮 

      ・地震、洪水及び集中豪雨等の災害時において、十分な安全性を確保した施設とし、敷地及 

び周辺に、水害や土砂災害の被害想定がある場合については、地域の実情を加味した対策 

を検討します。 

○事業費削減に向けた工夫 

・学校施設の再整備にあたっては、児童生徒数・学級数の推移を考慮し、適切な場合は全面 

建替に比べ大規模改修等を効果的に取り入れることも工事費の縮減に効果的な場合も考 

えられます。 

・学校施設は、維持保全についても多額の費用が必要となります。長期的な視点でライフサイ 

クルコストを意識した施設整備を進めます。 

○学校建替基本方針の見直し 
・本方針は個別の学校建替に向けた検討をする際の拠り所となりますが、時代の変化に応じ、 
柔軟に内容を見直すことも必要です。 

 
 
 

 
 
 
 

 


